
見守り確認機器の設置
家電の使用状況や高齢者の動作等をメール等で確認し、
普段の生活を見守ることにより、高齢者の異常の早期発見に
つなげます。

.

助成金交付までの流れは裏面をご覧ください。⇩

メール等

異常の確認

設置

<問い合わせ先>
鹿屋市役所 高齢福祉課
地域包括ケア推進係
TEL：0994-31-1116



見守り対象者（高齢者） 家族（申請者）

市高齢福祉課

①機器設置同意

④機器設置

③必要に応じて
面談・調査

②事前確認依頼

⑤交付決定(確定)
助成金交付

③確認済の通知

④助成金申請


